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令和４年度香川県公共交通等利用回復緊急支援給付金の概要 

 

令和４年４月27日 

 

１ 事業の目的                                          

  新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通等の利用回復を緊

急的に支援するため、給付金を給付するもの。 
 
２ 給付対象事業者                                   

  次のいずれにも該当する事業者であること。 
（１）次のいずれかに該当する事業者であること。 

  ア バス事業者・・・・道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに定める

一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに定める一般貸切旅客自

動車運送事業を経営する者で、かつ、県内に本社又は主たる事業

所を有するもの 

   イ タクシー事業者・・道路運送法第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業

を経営する者で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有するも

の 

   ウ 運転代行事業者・・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第

57号）第４条の規定による認定を受けて同法第２条第１項に規定

する自動車運転代行業を経営する者で、かつ、県内に本社又は主

たる事業所を有するもの 

（２）給付申請時に（１）に該当する事業を休止し、又は廃止していないこと 
（３）業種別ガイドラインに沿った適切な感染防止策を実施していること 

 
３ 給付額 

給付対象事業者 給付額 

バス事業者 
事業者が使用する事業用車両（定員11人以上の

車両）数に10万円を乗じて得た額 

タクシー事業者 
事業者が使用する事業用車両（定員11人未満の

車両）数に５万円を乗じて得た額 

運転代行事業者 
事業者が使用する随伴用自動車数に４万円を乗

じて得た額 

 

４ 申請手続き                                       

 ○申請の受付期間 

   令和４年４月27日（水）から令和４年６月30日（木）まで＜消印有効＞ 
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 ○申請に必要な書類等 

給付金申請書兼請求書等の様式は、下記の県ホームページからダウンロードしてください。 

【香川県ホームページ】 
香川県トップページ ＞ 社会基盤 ＞ 道路・交通 ＞ 交通政策 
「香川県公共交通等利用回復緊急支援事業について」 

 ○添付書類 
  ・給付金給付要綱第２条第１号の事業を経営していることを証明する書類（許可書の写し

等）を添付してください。 
  ・給付金給付要綱第２条第１号の事業の用に供する車両数を証明する書類（※）の写しを添

付してください。 
   ※事業者区分に応じ、以下の書類によること 

 旅客自動車運送事業等報告規則（昭和 39 年運輸省令第 21 号）第２条の規定により

管轄運輸支局長に提出する輸送実績報告書（バス事業者及びタクシー事業者） 
 随伴用自動車に係る自動車検査証又は損害賠償責任保険（共済）契約の内容を証明す

る書類（運転代行事業者） 
  ・その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。 
 ○受付方法 

  ・申請書類は、申請先（問合せ先）宛てに提出してください。 

 

【申請先（問合せ先）】 

 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1－10 香川県庁舎東館５階 

  香川県交流推進部交通政策課 総合交通グループ 

TEL:087-832-3130  FAX:087-831-9606 e-mail:kotsu@pref.kagawa.lg.jp 

  業務時間：8：30～12：00、13：00～17：15 

（土・日・祝日の閉庁日を除く。） 

 ●募集上の注意 

・同一事業者が本給付金を申請できるのは、１回限りとします。 

・令和４年度香川県公共交通利用回復緊急支援事業費補助金の交付申請を行った事業者にあ

っては、当該補助金の算出の基礎とした車両数は本給付金の対象とできません。 
 

５ 給付決定                                       

県は提出された給付金申請書兼請求書の内容を審査し、適切であると認めるときは、「給付

金給付決定通知書（様式第２号）」を送付します。 

 

６ 給付金の給付 

給付金は、給付の決定をした日から30日以内に口座振替の方法により給付します。 

 

７ その他 

  給付金の申請に当たっては、給付金給付要綱を十分ご確認ください。 


